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国保だより①

国保だより 第20号　令和７年７月

大田市国民健康保険（市民課）

令和７年度の保険料率が決まりました

保険料額は、次の料率により算出し、所得割額・均等割額・平等割額を合計したものです。

令和７年度　大田市の平均保険料額（年額）

医療分

医療分 介護分

所得割

均等割

平等割

賦課限度額

一世帯あたり

一人あたり

8.8/100

28,800円

18,360円

66万円

94,875円

69,000円

28,875円

21,000円

―　　　　

23,000円

2.6/100

8,760円

5,640円

 26万円

2.3/100

9,480円

4,560円

 17万円

介護分 内容
後期高齢者

支援金分

後期高齢者
支援金分

令和６年度　県内８市の医療費などの状況（年額）

　大田市の平均保険料額は、保険料

総額を国保加入世帯数または被保険

者数で割り、算出しています。

　40歳から64歳は、医療分・後期高

齢者支援金分に加えて介護分の納付

が必要です。

項目 大田市

世帯あたり

一人あたり

松江市 浜田市 出雲市 益田市 安来市 江津市 雲南市

（単位：円）

一人あたり

保
険
料

医
療
費

保険料：令和６年度医療分＋後期高齢者支援金分見込み　　医療費：令和６年度分見込み

120,330

85,886

550,356

132,872

94,520

496,888

107,639

79,342

574,691

142,309

96,213

481,576

130,399

92,304

519,045

132,094

93,719

546,048

110,723

81,780

636,775

128,733

90,171

547,978

国保加入者の前年の所得に
応じて計算します

国保加入者の人数に応じて
計算します

一世帯ごとの料額です

区分ごとの負担上限額です
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令和７年度制度改正について

入院時生活療養費（食費）の標準負担額（令和７年４月１日変更）　※１食あたり

　65歳以上の人が療養病棟に

入院したとき。

（かっこ内は医療機関の施設

区分により異なる。）

70歳以上の住民税非課税（所得が一定以下）の基準

　令和６年の老齢基礎年金（満額）支給額806,700円を
踏まえて、基準額の見直しがおこなわれる予定です。

510円(470円)

240円

490円(450円)

230円

～令和７年３月 令和７年４月～

・下記以外の人

・低所得者Ⅰ

所得区分

・住民税非課税世帯(オ)
・低所得者Ⅱ

806,700円以下800,000円以下

～令和７年７月 令和７年８月～年金

収入額

軽減基準額 国民健康保険料軽減（５割軽減・２割軽減）の対象となる所得の基準が引き上げられました。

区分ごとの基準額は下表のとおりです。

※１　給与所得者等とは…一定の給与所得者（給与収入55万円超）　または

　　　　　　　　　　　　公的年金等の支給（60万円超（65歳未満）または110万円超（65歳以上））を受ける者

※２　被保険者等とは　…国民健康保険の被保険者　および

　　　　　　　　　　　　国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する者

軽減区分
令和６年度
（改正前）

令和７年度
（改正後）

７割軽減

５割軽減

２割軽減

43万円＋10万円×（給与所得者等（※１）の数－１）

43万円＋29.5万円×被保険者等（※２）の数

＋10万円×（給与所得者等の数－１）

43万円＋54.5万円×被保険者等の数

＋10万円×（給与所得者等の数－１）

43万円＋30.5万円×被保険者等の数

＋10万円×（給与所得者等の数－１）

43万円＋56万円×被保険者等の数

＋10万円×（給与所得者等の数－１）

賦課限度額

　後期高齢者支援金分保険料の賦課限度額が

引き上げられました。

　区分ごとの負担額は右表のとおりです。

保険料区分

医 療 分

後期支援金分

介 護 分

令和７年度
（改正後）

令和６年度
（改正前）

17万円

110円

140円

24万円 26万円

65万円 66万円

高額療養費制度の低所得者Ⅰの基準額（令和７年８月１日施行）

510円(300円)

240円

190円

490円(280円)

230円

180円

・低所得者Ⅰ

過去12か月の入院日数が90日を超える

所得区分 ～令和７年３月 令和７年４月～

・下記以外の人（かっこ内は一部の場合）

過去12か月の入院日数が90日まで・住民税非課税世帯（オ）

・低所得者Ⅱ

入院時食事療養費の標準負担額（令和７年４月１日変更）　※１食あたり
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該当者へ個別にご案内しています
高額療養費

手続きをお忘れなく

マイナ保険証を利用すると、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

「限度額適用認定証等」の提示は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

自己負担限度額（月額）

【70歳未満】

・かっこ内の金額は、過去12

　か月以内に高額療養費の支

　給が４回以上あったときの

　４回目以降の限度額です。

【70歳以上】

・かっこ内の金額は、過去12

　か月以内に★１の限度額を

　超えた高額療養費の支給が

　４回以上あったときの４回

　目以降の限度額です。

・★２　年間（８月～翌年７

　月）の外来分にかかる自己

　負担の限度額は144,000円

　です。

医療費が842,000円を超えた場合は

超えた部分の１％を加算

所得901万円超

所得210万円以下

所得

600万円超901万円以下

所得

210万円超600万円以下

ア

イ

ウ

エ

住民税非課税世帯

課税所得690万円以上Ⅲ

オ

所得区分

所得区分 外来限度額

（個人）

外来＋入院限度額★1

（世帯）

限度額

住
民
税
課
税
世
帯

住
民
税
課
税
世
帯

現
役
並
み
所
得
者

252,600円（140,100円）

医療費が558,000円を超えた場合は

超えた部分の１％を加算

167,400円（93,000円）

医療費が267,000円を超えた場合は

超えた部分の１％を加算

80,100円（44,400円）

医療費が842,000円を超えた場合は

超えた部分の１％を加算

252,600円（140,100円）

課税所得380万円以上Ⅱ 医療費が558,000円を超えた場合は

超えた部分の１％を加算

167,400円（93,000円）

課税所得145万円以上

一般（課税所得145万円未満）

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

Ⅰ 医療費が267,000円を超えた場合は

超えた部分の１％を加算

80,100円（44,400円）

18,000円★2

年上限144,000円

57,600円

（44,400円）

24,600円

15,000円

8,000円

57,600円（44,400円）

35,400円（24,600円）

●２年以内に手続きを

　ひと月の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻され

ます。大田市では、高額療養費が発生した場合に、該当する人へご案内しています。

　２年以内（保険給付を受ける権利が時効により消滅する前まで）に手続きをしてください。

●医療費が高額になる場合

　病院などで医療費を精算する際に、あらかじめ支払額を自己負担限度額で止めたい場合は、

　限度額適用認定証　または　限度額適用・標準負担額減額認定証　の提示が必要となります。

　「限度額適用認定証等」の交付は、市民課または各支所で手続きをしてください。

　※　所得区分により医療機関等窓口での「限度額適用認定証等」の提示が不要な場合もあります。

　　　詳細はお問い合わせください。
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マイナ保険証
※
をぜひご利用くださいマイナ保険証に関する

よくある質問について

毎年受けよう！ 受診期間　６月～12月 自己負担金　無料特定健診

上手にお薬と付き合うために

お問い合わせ

ご注意ください

※　保険証利用登録がされた個人番号カード（マイナンバーカード）のこと。

大田市国保が実施する「人間ドック（脳・外来）」を受診する人は、

特定健診を受けられません。

○資格・給付に関すること　市民課保険年金係　☎0854‐83‐8154

○保険料算定に関すること　税務課市民税係　　☎0854‐83‐8022

○保険料納付に関すること　税務課収納管理係　☎0854‐83‐8026

○マイナンバーカードに関すること

　　　　　　　　　　　　　政策企画課　　　　☎0854‐83‐8005

○温泉津支所　市民生活課　　　　　　　　　　☎0855‐65‐3111

○仁摩支所　　市民生活課　　　　　　　　　　☎0854‐88‐2111

　特定健診の対象は40歳以上の国民健康保険加入者です。

　５月下旬に、黄色い封筒で「特定健診受診券」を送付しています。

　特定健診は、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームを発

見するための検査です。腹囲の測定などにより、メタボリックシンドロー

ムに該当する人とその予備群となる人を早期に発見し、改善の指導をおこ

なうことを目的として、各医療保険者により年１回実施されます。

　生活習慣病にならないためにも、まずは特定健診を受けましょう。

●マイナ保険証を利用するメリットは？

①事前の手続きなしで、高額な医療費の支払いが自己

　負担限度額までになります。

　（同一月・同一医療機関の支払いに限る。）

②本人に同意いただくことで、過去の手術以外の診

　療・お薬・特定健診情報をもとに、より適切な医療

　を受けられます。

③マイナポータルで、お薬・特定健診・医療費通知情

　報などが閲覧でき、自身の健康管理に役立ちます。

●マイナ保険証を保有していない場合は？

　「資格確認書（従前の健康保険証に代わるもの）」が

交付されますので、引き続き医療を受けられます。

●お薬手帳を活用しましょう

　自分が使っている薬の名前・量・日数・使用法

などを記録できる手帳です。

　副作用歴、アレルギーの有無、過去にかかった

病気、体調の変化などについても記入できます。

●かかりつけ薬局を決めましょう

　過去に渡した薬や相談内容を記録

し、体調や体質なども理解したうえ

で調剤をしてくれます。薬の重複や

飲み合わせの確認もできます。

●ジェネリック医薬品（後発医薬品）を利用しましょう

　先発医薬品と同等の医薬品として申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された、先発医薬品より

安価な薬です。ジェネリック医薬品を利用することで、患者さんの自己負担を軽減するだけでなく、一人ひと

りの節約が国全体の医療費の節約となり、医療保険制度を守り続けることにもつながります。

　大田市国保では、先発医薬品を利用した人のうち、ジェネリック医薬品に切り替えが可能な人に対して、切り

替えた場合の自己負担軽減見込額を計算して通知しています。

　ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

●本人がマイナ保険証の利用が困難な場合は？

　施設に入所している人や障がいをお持ちの人など、

マイナ保険証の利用が困難な人は、市民課または各

支所で手続きいただくと「資格確認書」が交付され

ます。


